
江南中支部と東支部の合同で、１月２２日（日）

に新年会が行なわれました。両支部から合わせて２

０人が会場の「いちごや」さんに集まりました。

ほぼ貸し切りの店内では、新年会参加が初めての

人、懐かしい顔の人もいて、感染防止対策をした上

で、こうした会食は久しぶりだった中、和気あいあ

いと進行しました。

参加者の皆さんには前田副会長から、２月１４日

（火）開始の支部の申告相談会の早めの予約が呼び

かけられました。また尾北民商が取り組んでいる３

種類の国会請願署名、共済会が補助している大腸が

ん検診と抗原検査、知っている業者の民商への紹介、

商工新聞配達・会費などの集金へ

の協力などが訴えられました。

民商ポスターの掲示の呼びかけ

に「貼れる所がある」と受け取っ

てくれる人もいて、参加した皆さ

んが大いに楽しみ、２０２３年の

民商運動に弾みをつける新年会と

なりました。

扶桑支部では１月２２日（日）に

３年ぶりに支部の新年会が行なわれ

ました。感染予防対策をした上で元

読者の割烹料理店を会場に、初参加

の４人を含め１３人が出席しました。

岡田支部長からは、１月２９日

（日）から扶桑支部の申告相談会が

始まることがあらためて周知され、

今年も完全予約制なので早めに予約

を取ること、加えてインボイス制度

実施中止の署名を集めて相談会場に

持ってくることが呼びかけられまし

た。

また知り合いの業者の紹介のお願いの

ほか、原油価格の高騰下での事業者支

援のために、扶桑町が現在行なってい

る燃料・光熱費の補助制度は、申請提

出期限が１月３１日に迫っていること

も触れ、まだの人は申請・相談を急ぐ

よう訴えが行われました。
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ニュース

江南中･東支部と扶桑支部で

尾北地域で頑張る業者さん！

民商の新年会が行なわれました！

ぎゃらりぃ木屋

木工職人の山下さん

犬山市魚新通りにあるぎゃ

らりぃの中は、とてもレト

ロな雰囲気が漂っています。

魚新通りのような古い町

並みの木工細工。何か本当

にこの町に見えました。

納税者の権利擁護を求める緊急署名！
皆さん、緊急の署名にご協力をお願いします。

「令和５年税制改正大綱」に「税理士等でないものが税務相

談を行った場合の命令制度の創設」が盛り込まれています。

憲法に基づく自主申告権を否定し、民商運動を委縮させる

「改正」は許せません。この署名の最終集約は３月６日に全

商連必着です。２月中に署名を集めて、最寄りの役員さん・

事務局を通じて３月３日（金）午前までに民商事務所に届け

てください。声を合わせて私たちの権利を守りましょう。

税制改正大綱 与党の税制調査会が中心に

まとめ、税制に関する法律改正のたたき台

として、毎年１２月中に翌年度分の税制改

正大綱が閣議決定されます。

例年は、これをもとに法案が作成され、

翌年２月に改正法案が国会審議、法律が３

月に成立し、４月から施行されます。


